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令和５年度 事業計画 
 

 

【使命・経営理念】 

小平市社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中核的な団体として、「市民の誰もが安心

して暮らせる福祉のまち『こだいら』」の実現を目指すことを使命とします。また、この使

命を達成するために、以下の経営理念に基づき事業を展開します。 

（１）市民参加・協働による福祉のまち「こだいら」の推進 

（２）利用者本位の福祉サービスの実現 

（３）地域に根ざした総合的な支援体制の実現 

（４）福祉ニーズに基づく新たな事業への取組 

  

【方針】 

少子高齢化が進み、団塊の世代が後期高齢者となる ２０２５年問題も間近に迫っています。地

域では社会的孤立、ひきこもり、８０５０問題等、さまざまな地域生活課題が顕在化し、加えて、

新型コロナの影響は、社会的孤立に拍車をかけているとも言われています。また、児童や高齢者、

障がい者への虐待等は増加し、重篤な課題になっており、これらの課題の背景には、地域社会の

関係性の希薄化や家族形態の変容等があると指摘されています。 

さらに、新型コロナの感染防止のため、人々が集まり、直接的なふれあいが制限される中、地域

活動やボランティア活動等も未だ従来のようには実施できない状況が続いています。 

令和３年４月に改正社会福祉法が施行されました。この中で、地域共生社会に向けた包括的な

支援体制を整備すること、そのための施策として、重層的支援体制整備事業による「断らない相

談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の取組が始まっており、小平市社会福祉協議会

（以下「本会」という。）でもその方向性に従い、本年度も事業を進めて参ります。 

具体的には、地域住民の複合化・多様化したニーズに対応するためには、個人やその世帯の地 

域生活課題を把握し解決していくことができる包括的な支援体制づくりが求められることから、

引き続き、コミュニティソーシャルワーカー（以下「ＣＳＷ」という。）や生活支援コーディネ

ーターを配置している「こだいら生活相談支援センター」と「基幹型地域包括支援センター中央

センター」との一体的な支援を中心に、「権利擁護センターこだいら」、「障がい者地域自立生

活支援センターひびき」、さらには昨年度に開設した「児童発達支援センター」とも連携し、支

援を進めて参ります。 

また、重層的な支援体制を進めるにあたっては、専門職による多職種連携や多機関協働のみな 

らず、地域住民やボランティア等との協働による地域づくりが必要となることから、「こだいら

ボランティアセンター」との連携をこれまでにも増して強化することで、組織が一丸となり、相

乗効果による課題解決力を高めて参ります。 

さらに今年度は、利用者の立場に立った質の高いサービスの提供や地域における福祉サービス 



2 

の拠点としての役割を果たすため、「小平市立たいよう福祉センター」と「小平市立あおぞら福

祉センター」において、第三者評価機関による評価を受審します。 

【重点目標】 

１ 法人総務係では、新たに策定した「第４期小平市社協発展強化計画」において定めた 

目標の達成に向け、地域福祉を推進するとともに、新たな財源の確保などに取組み、安定的 

な法人運営に努めます。 

２ 「こだいらボランティアセンター」では、ボランティア等の多様な活動を支援しながら

住民主体の地域福祉活動を進めます。また、福祉体験学習やボランティア講座を通じて、

新たな担い手となる福祉人材の発掘・養成に努めます。災害時には災害ボランティアセン

ターを立ち上げ、被災者の支援・被災地の復興を行うため、市内外のボランティア活動を

効果的・効率的に展開します。 

３ 「こだいら生活相談支援センター」では、ひきこもり状態にあるなど孤立の恐れのある

方やその家族をはじめ、コロナ禍においてさらに複合化・複雑化した課題を抱える市民か

らの相談を確実に受け止めたうえで、課題の解決に向けて関係機関・団体等と連携し、地

域資源を活用した重層的な支援を行います。 

  また、複雑多様な地域生活課題の解決のため、市民の主体的な協力を得て、ＣＳＷが市

内全域で、個別支援・地域支援・仕組みづくりを行います。 

４ 「権利擁護センターこだいら」では、市民が安心して、いつまでも自分らしく主体的な

生活が送れるよう、関係機関・団体等とも連携し、制度やサービス等を適切に活用しなが

ら生活課題の解決に努めます。 

また、小平市成年後見制度利用促進計画が策定されたことに伴い、市、関係機関・団体

等とも連携し、支援の必要な市民に支援が行き届くよう、ニーズの早期発見、制度の普及・

啓発に努めるとともに、新たに本会に求められる役割について研究します。 

５ 「小平市障がい者地域自立生活支援センターひびき」では、支援を必要としている障が 

い児・者と家族の相談支援を充実させるため、相談支援専門員のさらなる専門性の向上に 

努めます。 

また、小平市を圏域とした基幹相談支援センター等の重層的な相談支援体制を研究する 

とともに、小平市と協定を締結した地域生活支援拠点等事業に参画し、小平市、小平市地域 

自立支援協議会、関係機関・団体等と連携協働して制度の充実と質の向上に努めます。 

６ 「基幹型地域包括支援センター中央センター」では、個別支援にとどまらず、基幹型の 

業務を通じ、地域の包括的支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）を構築して 

地域支援事業を展開し、地域福祉の向上に努めます。 

７ 「たいよう福祉センター」、「あおぞら福祉センター」では、利用者の権利擁護と意思 

決定支援に配慮し、利用者主体のさらなるサービスの質の向上と指定相談支援事業者とし 

ての相談機能の充実に努め、もって地域の社会福祉施設として地域共生社会の実現を目指 

します。 

また、「児童発達支援センター」においては、児童の発達に係る包括的な支援を実施し

ます。 
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【実施事業】 

福祉総務課 

１ 法人総務係 

(1) 社協運営  法人 

本会の運営を充実させるために、社会福祉法人改革の趣旨を踏まえ、関係機関との連携強

化を図るとともに、効率的な事業運営を推進し、事務経費等の節減に努めます。 

①  役員会等の開催 

円滑な組織運営を図るための会議等を開催します。 

ア  評 議 員 会 

イ  理 事 会 

ウ  三 役 会 

エ  監 事 会 

オ  評議員選任・解任委員会 

カ  苦情解決制度第三者委員会 

キ  各種研修会への参加 

②  管理運営の充実 

ア  法人の信頼を損ねる事態の発生を防止するため、社会的なルールや職業倫理を遵守し、

社会的責任に応えることができる組織であり続けるよう努めます。 

イ  「職員研修実践マニュアル」に基づいた基本研修を着実に実施するとともに、専門研

修や特別研修等を通じ、社協職員として求められる能力を備えた人材を育成することに

より、組織力の強化に努めます。 

ウ  時間外労働の適切な管理や業務の効率化、快適な執務環境の整備や産業医を活用した

相談支援体制の整備等、職員が安心して働き続けられる職場づくりに努めます。 

エ  小平市との連携を密にし、市の「地域保健福祉計画」と本会の「地域福祉活動計画」

との整合性をはじめ、基本的な方向性を共有しながら組織運営の充実を図ります。 

オ  自然災害や感染症の流行等により重要業務や福祉サービスが滞ることがないよう、事

業継続計画（ＢＣＰ）の円滑な実施に向けて必要に応じて見直しを図ります。 

 

(2) 調査研究  法人 

① 「第四次小平市地域福祉活動計画」計画期間の折り返し点を迎えることから、内部で評 

価・検証を行います。                            

② ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した業務の研究や研修を進めます。 

③ 引き続き、民間財源や自主財源の強化に向けた研究を進めます。 

 ④ 各種基金の有効活用に向けた研究を進めます。 

 

(3) 連絡調整  法人 
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５年目を迎える「第四次小平市地域福祉活動計画」に基づき、市民や小平市をはじめ、

関係諸機関等との連携を強化し、地域福祉の推進に向けたネットワ－クの構築を図ります。 

(4) 普及宣伝  法人 

①  「社協だより」、「ホームページ」、「事業案内パンフレット」等を通して、市民や関

係諸機関・団体等に対して、事業の紹介や活動の周知を図ります。「社協だより」につい

ては、引き続き全戸配布を行い、福祉を中心とした情報を市内全域に幅広く発信するとと

もに、内容の充実を図り、魅力ある紙面作りに努めます。また、「ホームページ」につい

ては、リニューアルの検討を進め、見やすい工夫とともに最新情報の発信に努めます。 

②  各種会議への出席や会費の使いみちの分かりやすい広報等により市民へ理解を求め、会

員加入数の維持及び新規会員の獲得に努めます。さらに、地域関係団体との行事等を通じ

て会員加入の働きかけを進め、事業所（団体）会員の拡充を図ります。 

③  市民まつりや社協福祉バザー等を通じ、広報活動を行います。 

 

(5) 式典等の開催  法人 地域 

①  「安心・快適・健康に暮らせる福祉のまちづくり」について、市民とともに考える場と

して「福祉のつどい」を開催します。 

②  ９０歳を迎える方をお祝いするとともに、市内の高齢者を招いて演芸等を楽しむ場とし

て「小平市高齢者福祉大会」を開催します。 

 

(6) 福祉資金の貸付  生福 低所得 

①  生活福祉資金貸付事業 

低所得世帯、障がい者手帳の交付を受けた方のいる世帯、日常生活上の介護を必要とす

る高齢者世帯、失業者等、日常生活全般に困難を抱えている世帯に対して資金の貸付けと

必要な相談支援を行うとともに償還完了まで支援します。[福祉費（生業費、技能習得費、

出産・葬祭費、療養・介護費、転居費、住宅改修費、障がい者用自動車購入費等）、災害

援護費、教育支援資金、総合支援資金、不動産担保型生活資金] 

  ② 生活福祉資金特例貸付事業 

    特例貸付の償還の開始が予定されていることから適切な償還支援に努めます。 

③ 受験生チャレンジ支援貸付事業 

低所得世帯の子どもに対し、健やかな育成の環境を整備するとともに、教育の機会均等を

図るため、子どもが高校・大学・専門学校を受験する際の、予備校・学習塾の費用や受験

料の貸付け相談を行います。 

④  ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、国家資格等の取得を目指すひとり 

親家庭の親に対し、自立を促進するための資金の貸付け相談を行います。 

東京都及び東京都内区市が実施する母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、児童 

扶養手当受給者を対象に、住居の借り上げに必要となる資金を貸付け、就労又はより稼働 

所得の高い就労、子どもの高等教育の確保などに繋げ、自立を促進するための資金の貸付 
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け相談を行います。[入学準備金、就職準備金、住宅支援資金] 

 

(7) 緊急援護  法人 

緊急に援護を必要とする方に対し、交通費等の援助を行います。 

 

(8) ひとり親家庭福祉  法人 

交通遺児家庭への見舞金の支給及び遺児に対し学費を援助します。 

 

(9) 自主財源確保への取組  法人 自販 手作                 

①  社会貢献型自動販売機の設置数増のための周知に努め、収益事業を展開します。 

②  寄付金については、その目的を明確に示し「市民の誰もが安心して暮らせる福祉のまち

『こだいら』」の実現に向けた協力者を増やすとともに、遺贈寄付や募金箱の設置場所拡充

のための周知に努めます。また、寄付者に対して丁寧なアフターフォローを行うことによ

り、継続的な関係の構築に努めます。 

③  ボランティアによる手作り作品の販売を行い、その収益を地域福祉活動に活かします。 

 

(10) 介護保険要介護認定調査事業  介護                 

    指定市町村事務受託法人（要介護認定調査）事業の適正な運営を確保するために人員及 

び管理・運営に関する事項を定め、要支援または要介護認定申請をする者に対し、公正かつ 

適正な要介護認定調査を実施します。実施にあたっては、行政機関等との連携を図り、適 

切な対応に努めます。 

 

(11) 地域における公益的な取組  法人 

  ① 「社会福祉法人に求められている公益的な取組」について、小平市地域公益活動推進連 

絡会の事務局として地域の社会福祉法人等とのさらなる連携の強化に努めます。 

② 市内の社会福祉法人と連携し、定期的な連絡会を開催して地域ニーズの把握に努めると 

ともに新たな地域福祉活動に取り組みます。 

③ 東社協を事務局とする「東京都地域公益事業推進協議会」に参画し、全都的に展開される 

取組にも協力します。 

 

地域福祉推進課 

２ こだいらボランティアセンター 

(1) 運営方針  ボラ 

地域の生活課題の解決に向け、ボランティア活動団体等と協働して事業に取り組みます。 

また、住民主体による福祉コミュニティづくりを進めるため、ＣＳＷや他機関とも連携

し、福祉分野にとどまらず、多様な分野の情報把握に努めるとともに、地域の福祉人材の

養成やボランティア活動等を積極的に支援します。 

さらに、平常時の活動やつながりを災害時の助け合いに活かせるように地域住民への啓
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発活動に取り組みます。 

東部・西部ボランティアコーナーでは、市民の身近な相談機関として地域に密着した地

域福祉活動のきっかけづくりに努めます。 

 

(2) 地域福祉人材養成 

① ボランティア、地域活動等の新たな担い手を発掘・養成するため、各種講習・講座や啓 

発事業を実施します。 

また、テーマや内容に応じて、ボランティア活動団体と協力して新たな事業にも取り組 

みます。 

さらに、災害時に備えた「日頃からの顔が見える関係づくり」を推進するため、防災訓 

練や講座修了者を中心とした交流の場づくりを行います。 

② 障がいのある人もない人も誰もが地域で自分らしく学び・暮らせる、地域共生社会の実 

現を目的に、主に市内小中学校児童生徒を対象に、手話、点字、ガイドヘルプ、知的障が 

い、高齢者擬似体験、車いす体験、障がい者スポーツ等の福祉体験学習をボランティアや 

障がい当事者、地域の関係施設等の協力を得て実施します。 

 

(3) 地域におけるネットワークの強化 

① ボランティア活動等に関する相談や登録団体間の連携、ネットワークの強化などボラン 

ティア活動へのさらなる環境整備に努めます。 

② 市内福祉施設とのネットワークを推進し、より福祉力の高い地域づくりができるよう、 

地域福祉のプラットフォームとしての役割を果たしながら、施設間の主体的な連携が深ま 

る支援や施設と地域住民とのより良い関係づくりに努めます。 

 

(4) 広報・啓発の充実 

ボランティア活動や地域の福祉活動等に関する情報を広く効果的に市民に提供するため、 

「こふくだより」の発行やホ－ムページ等を通じた情報提供に努めます。 

 

(5) 防災・減災に関する取組の充実                       

災害時におけるボランティア活動等に関する協定書に基づいて策定した、災害ボランテ 

   ィアセンター運営マニュアルに従い、発災時に「災害ボランティアセンター」を速やか 

に設置できるように、日頃から小平市や関係機関・団体との連携を図るとともに、市民との 

協力関係づくりに努めます。また、引き続き災害ボランティアセンターに関わる災害ボラ 

ンティア登録制度や協定について検討します。 

 

(6) ボランティア活動の環境整備 

① 市民が安心してボランティア活動に参加できるよう「ボランティア保険」の相談、受付 

を行います。 

② 活動室や印刷機、飛沫防止パネル等、備品の貸出しを行い、ボランティアセンター登録 
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団体の活動を支援します。 

③ ボランティア団体等の活動支援のため、助成金などの情報提供を行います。 

(7) 小平市高齢者交流室の運営  交流 

介護予防の拠点として小平市から指定管理を受け運営しています。地域の仲間づくりの 

   支援や介護予防のための体操、健康相談等を行うとともに、感染症予防対策を講じ、安心・ 

安全な運営に努めます。また、ボランティアなど地域活動等の新たな担い手の発掘・養成に 

取り組み、ボランティア活動の活性化にもつなげます。 

 

(8) 共同募金地区協力会活動  ボラ 歳末    

地区協力会の活動を通じて、関係団体相互の理解促進や、住民の生活課題の解決のため 

   の連携強化を図ります。 

また、募金活動の実施に際しては、市民の理解と協力を得るため、その趣旨を十分周知す 

るとともに、募金額やその使途についても適宜報告します。 

① 赤い羽根共同募金 

小平地区協力会として、社会福祉事業実施団体を支援するため、当事者団体、自治会、 

   ボランティア、共同募金受配団体等の協力のもとに共同募金活動を広く展開します。 

② 歳末たすけあい・地域福祉活動募金 

地域福祉活動の充実及び要保護世帯への見舞金支給、ボランティア・市民活動の推進を 

   行っている団体等を支援するために、自治会、共同募金受配団体等の協力のもとに歳末た 

すけあい・地域福祉活動募金を広く展開します。 

 

(9) 共同募金配分事業  ボラ 歳末       

配分推せん委員会において、公平な判断のもと、次のとおり募金を配分します。 

① 赤い羽根共同募金配分事業 

福祉施設や地域福祉団体が行う社会福祉事業等への取組を支援します。 

②  歳末たすけあい・地域福祉活動募金配分事業 

ボランティア団体や障がい当事者団体をはじめ、高齢クラブや子ども会等の地域福祉活 

動を支援します。 

③ 要保護世帯に年末見舞金を支給します。 

 

(10) 各種団体への助成相談支援  地域      

地域福祉を推進する各種団体からの助成相談を受け、ニーズに見合った助成制度につな 

   ぐ等、支援します。 

① 本会会費をはじめ、赤い羽根共同募金及び歳末たすけあい・地域福祉活動募金を財源と 

して、本会が助成します。 

② その他民間財団等の助成制度に対し、本会からの推薦及び申請、報告に関する相談を全 

般的に支援します。 
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(11) 障がい児・者福祉  ボラ 

① 聴力障がい者支援の一環として、障がい理解の促進を図るとともに、ボランティア活動 

への関心を高めるため初心者手話講習会を開催します。 

②  障がい者の当事者団体と協働し、「障がい」への理解と啓発に努めます。特に「こだ 

いらあんしんネットワーク」の活動を通し、要配慮者の課題解決や地域への啓発活動に取 

り組みます。 

 

(12) 社協福祉バザー  地域                          

本会の活動の周知と自主財源確保のため、市民、自治会、民生委員児童委員協議会、関係 

機関、登録団体やボランティア等の協力を得て「社協福祉バザー」を実施します。 

また、新型コロナ感染予防の視点及び今後予定されている福祉会館の建て替えを見据え 

   て社協福祉バザーのあり方を検討します。 

 

(13) 備品（機材等）の貸出  ボラ 

① 車いすの貸出を行います。 

②  機（器）材の貸出を行います（行事用テント、福祉体験用具等）。 

 

３ こだいら生活相談支援センター 

(1) 運営方針   困窮 地域 

「相談ごとがある時は、まずは社協に聞いてみよう」と言っていただけるよう、市民に

身近で気軽に相談できる「ふくし」の相談窓口として、市民の生活に関わるさまざまな相

談を受け止め、困りごとを整理しながら、活用できる制度や事業の案内、関係機関への紹

介等を行い、複合化・複雑化した課題の解決に向けて重層的な「断らない相談支援」を行

います。 

また、孤立の恐れのある、社会参加に向けてより丁寧な支援を必要とする方に対して、

訪問等のさまざまな方法を活用し、適切かつ迅速に情報と支援を届けます。 

 

(2) 生活困窮者自立相談支援事業  困窮 

本人の状況に応じた生活困窮者等の自立を支援するため、以下の各種事業も活用しなが

ら生活及び就労等に関する相談支援を行います。 

また、課題の解決に当たっては関係機関と連携した取組を図り、困窮者支援を通じた地

域づくりにも努めます。 

① 住居確保給付金事業 

住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方に対して、家賃相当分（上限あ 

り）を支給するとともに、再就職に向けた支援を行います。 

② 家計改善支援事業 

家計収支の均衡が取れていないなど、家計に課題を抱える方に対して、家計表などを活 

用して家計状況を「見える化」し、家計の改善に向けた支援を行います。 
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③ 自立相談支援機能強化事業 

    社会参加に向けてより丁寧な支援を必要とする方のいる場所に積極的に出向いて働きか 

ける「アウトリーチ」を充実させることを通じて、支援を強化します。 

④ 就労準備支援事業 

生活リズムが乱れている、社会との関わりに不安を抱えている等の複合的な課題があり、 

就労に向けた準備が整っていない方に対して、料理や掃除、身だしなみ等の生活に必要な 

スキルを身に付けるためのプログラムのほか、地域の行事参加・ボランティア体験や社会

参加型就労体験等、社会との接点を持つ機会を提供し、就労に向けた支援を行います。 

⑤ フードドライブ活動 

市民、市の行事、団体、市内企業等から寄付された食糧や日用品を預かり、生活困窮者 

等や子ども食堂へ配付する生活支援だけでなく、食を通した地域づくりを進めます。 

 

(3) ＣＳＷ事業の推進 困窮 

市内全域にアウトリーチし、従来の福祉分野のみに捉われることなく、地域のさまざまな 

団体や関係機関との幅広いつながりを生かしながら、市民とともに制度の狭間にある課題に 

対する個別支援を行います。 

また、子ども食堂や居場所など地域の団体の立ち上げや運営の支援、活動の継続に向けて 

の幅広い支援のほか、まちづくりに関すること等、対象を問わず幅広く相談を受け止め、地域 

資源を開発し、個人と団体、または団体と団体の間をつないで、地域の力を増進します。そし 

てひきこもりの方やその家族への支援など、地域でも対応が難しく、既存の地域資源で解決 

できない課題には新たな仕組みづくりに取り組みます。 

 

(4) 地域との連携  地域 

①  今後の本会の地域福祉活動を支える地域福祉推進員制度の効果的な運用について検討し

ます。 

②  住民主体の地域福祉活動を円滑に進めるため、民生委員児童委員や自治会といった住民

組織等との連携を進めます。 

 

(5) 居場所支援  地域 

① ほのぼのひろば 

高齢者の交流の場として、住民が主体となり市内の地域センター等を利用して行われて 

いる居場所の運営を支援します。 

② 小平市高齢者交流活動（こだまちサロン）支援事業 

居場所・拠点づくりとして、地域包括支援センターに配置されている生活支援コーディ 

ネーターと連携しながら、団体活動費の助成とその立上げや運営の支援を行い、高齢者を 

主体とした多世代の自発的な交流活動を促進します。 

 

 (6) 緊急援護  法人 
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緊急的かつ一時的に食糧が必要な方に対し、個人や企業等から寄付された食糧を無償で 

提供します。 

地域生活支援課 

４ 権利擁護センターこだいら 

(1) 運営方針  福サ 成年 

市民一人ひとりの権利擁護支援を行うとともに、地域連携ネットワークの構築と地域共 

生社会の実現に向けて、専門職団体や関係機関との連携を強化し、住民とともに「互いの権 

利を守る、支えあいのまちづくり」を推進していきます。 

また、小平市成年後見制度利用促進計画をもとに本会に求められる役割について引き続

き調査・研究を進めます。 

 

(2) 福祉サービス総合支援事業 

地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）では、認知症高齢者、知的障がい者、 

精神障がい者など、判断能力が十分でない方が地域で安心して生活を送ることができるよ

う、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理サ－ビス及び書類等の預かりサ－ビスを行

うほか、継続的な相談支援により、利用者の安心・安定した地域生活の継続に努めます。 

 また、障がい者の福祉サ－ビス利用等における苦情や相談についても、法律家の専門相

談による質の高い的確な助言により、早期の課題解決に向けた取組を行います。 

 

(3) 成年後見制度あんしん生活創造事業 

判断能力が十分でなく、自らの財産管理や日常生活を営むことが困難な状態の方でも、

成年後見制度の活用により、地域で安心して自分らしく主体的な生活を継続できるよう支

援を行います。後見人等については、相談の対応や報酬助成、専門職との連絡会等、後見

人等に対する支援と連携を行います。さらに、親族が申立てをする時の支援や親族後見人

の連絡会等を行うことで、成年後見制度を必要な方が安心して利用できるよう支援の継続

に努めます。また、市民後見人受任者への法人後見監督事業や本会が後見人として支援す

る法人後見事業も実施します。 

 

(4) 権利擁護支援人材養成 

① 地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）を契約する利用者の増加や支援の充実 

に対応すべく、生活支援員に対して継続的な研修を実施し、支援技術の向上を図ります。 

② 成年後見制度の地域の担い手である市民後見人の養成及び育成（フォローアップ研修） 

を近隣７市と共に実施します。また、本会に登録している基礎講習会修了者に対する研修 

や連絡会を開催し、後見人等の拡充と後見活動の充実を図ります。 

③ 市内の福祉サービス事業所や権利擁護の専門職団体（弁護士会、司法書士会、社会福祉士 

会）等との連携・協働を図り、質の高い支援が担える人材養成に取り組みます。 

 

(5) 地域におけるネットワークの強化 
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市民が自身の意思に基づいた主体的な生活が送れるよう、本人中心の支援ネットワーク 

の形成を図るとともに、成年後見制度利用促進に向けた体制整備に向けて、市内の福祉 

サービス事業者及び専門職、団体・住民等との連携を強化します。 

 

(6) 広報・啓発の充実 

① 市民を対象に権利擁護や終活、成年後見制度等に関する各種講座を開催し、活用できる

制度や事業、身近に起きる権利侵害への対策等を知ることにより、地域の権利擁護支援力

の向上を図ります。 

② 市報・社協だより、ホームページ等の他、金融機関や関係機関を通じて、権利擁護の制 

度・事業を周知するとともに、講座・講習会の広報を行い、参加者増を図ります。 

③ 市内福祉サービス事業所や各市民団体、自治会等の要請に応じて、権利擁護支援関連の

出前講座を行います。 

 

５ 小平市障がい者地域自立生活支援センターひびき 

(1) 運営方針  自立 

市内の障がい児・者とその家族を対象として、自立支援給付、地域生活支援事業並びに

各種障がい福祉施設等社会資源活用の支援、社会生活を高めるための支援及び情報の提供

等の相談支援を総合的に行うことにより、障がい児・者とその家族の地域における生活と、

障がい者の自立と社会参加を支援します。 

 

(2) 相談支援機能の充実 

小平市から委託された地域活動支援事業としての市町村（障害者）相談支援事業及びソ

ーシャルワーカー専門職を置く基幹相談等機能強化事業の充実のため相談支援専門員の資

質向上に資する専門研修に積極的に参加します。 

また、小平市を圏域とした基幹相談支援センターの設置等、重層的な相談支援のあり方

について研究し、小平市や関係機関と協議をします。 

小平市から指定された特定相談支援事業、障害児相談支援事業及び東京都から指定を受 

けた地域相談支援事業については、小平市と協定を締結した「地域生活支援拠点等事業」 

が利用者の地域生活の安心につながるよう小平市及び関係機関と連携し、充実に努めます。 

 

(3) 小平市地域自立支援協議会の運営 

小平市地域自立支援協議会の事務局運営に市と協力して携わり、市や関係機関・団体と

協働して、障がい者の地域生活支援の推進と関係機関のネットワークづくりに取り組みま

す。 

また、小平市を圏域とした重層的な相談支援体制の整備について、小平市、小平市地域

自立支援協議会、関係団体等と連携協働して研究します。 

 

 (4) 交流室の運営 
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障がいのある方が気軽に立ち寄れる交流室を運営し、当事者同士の交流と社会参加の支

援に努めます。 

(5) 障がい者運動会の運営 

「小平市障がい者運動会」の運営に協力します。 

 

６ 基幹型地域包括支援センター中央センター 

(1) 運営方針  包括 

基幹型地域包括支援センターの受託を通じ、地域包括支援ネットワークの構築や地域包 

括ケアシステムに向けてＩＣＴ（情報通信技術）活用を推進し、介護と医療などの連携強

化を図り、基幹型地域ケア会議を運営することで市内全域に係わる地域福祉の向上に努め

ます。 

また、認知症地域支援推進員・認知症ケア向上事業では、認知症の疑いがあるものの認

知症に関する受診ができない方等に対し、認知症アウトリーチチーム等と協働して、状態

に応じた適切な医療・介護サービスにつなげるための働きかけを行います。さらに、認知

症のケア等に関する研修や認知症に関する地域課題の検討を行う会議を通して、認知症の

方を支える地域の基盤づくりに努めます。加えて担当圏域の高齢者把握に努め、相談・支

援や介護予防を通じて、高齢者が安心して生活できる地域づくりに努めるとともに、自治

会や関係機関と連携し、圏域の課題について協議します。 

 

(2) 地域福祉人材育成 

地域で活動する主任介護支援専門員に対して、介護支援専門員の人材育成等の役割を果

たすことができるように専門職の養成を図ります。 

またケアプラン指導研修の実施を通じて、市内全域の介護支援専門員や介護サービスの

質的な向上を図ります。 

 

(3) 地域におけるネットワークの強化 

在宅医療・介護連携を推進するため、会議や研修会へ参加し多職種及び関係機関との連

携、ネットワークを強化します。 

また、各関係機関や市民との連携強化、課題の抽出を目的としたテーマ設定型の地域ケ

ア推進会議を行うことで、基幹型地域ケア会議につなげ、市内全域に関わる地域福祉の向

上に努めます。 

 

(4) 広報・啓発の充実 

地域包括支援センター業務や活動等に関する情報を広く市民に提供するため、「社協だ

より」及び「中央センターだより」の発行やホームページ等を通じて情報提供に努めます。 

また、継続して出張相談会を実施し、より多くの市民に対して「気軽に相談できる場」

として周知、啓発を行います。 
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(5) 小平市生活支援体制整備事業 

単身や夫婦のみの高齢世帯、認知症の高齢者が増加する中、第一層生活支援コーディ 

ネーターが主体となり、医療、介護のサービス提供のみならず、生活支援サービスを担う

多様な事業主体と連携し、協議会を開催するなど日常生活上の支援体制の充実・強化及び

高齢者の社会参加の推進を一体的に図ります。 

また、第二層生活支援コーディネーターやＣＳＷと連携を図りながら、地域に不足して

いるサービスの創出、サービスの担い手の養成や活動の場の確保をはじめ、関係者間の情

報共有、サービス提供主体間の連携の体制づくりなど行います。既存の概念にとらわれる

ことなく、多面的な活動実践に努めます。 

さらに、地域の見守り体制の構築に併せて、サロンなど誰でも気軽に立ち寄ることがで

きる居場所づくりや、社会資源の情報収集、研究を行い、地域包括ケアシステムの構築に

向けて小平市や他分野も含めた関係機関との連携強化を図ります。 

 

(6) 小平市介護予防見守りボランティア事業 

地域でさりげない見守り活動を行うことで、見守りを行う健康な高齢者の介護予防の促

進と、見守りを必要とする高齢者の孤立化の防止を目指します。 

また、見守りボランティアの数を増やし、地域での見守りや各圏域で行っている交流会

を充実します。 

 

(7) 安心サービス事業  地域 

ひとりぐらし高齢者の安心サービス事業として乳酸菌飲料の配達や電話訪問を行い、安 

否の確認や孤独感の緩和を図ります。また、誕生月と正月にはサービス利用者に、本会ボ 

ランティアセンターの登録団体による絵手紙を送ります。 

 

【実施事業】 

７ たいよう福祉センター  たい 

(1) 利用者の声を反映した施設経営 

① 利用者の基本的人権を尊重し、権利擁護の推進と透明性の確保のため、苦情解決制度の 

周知を図ります。 

② 利用者の個性を尊重し、自立と自己実現を目指した支援を行います。また、利用者相互 

  の交流や地域とのつながりが深まるよう支援します。 

③ 保護者からの要望により訪問支援員が保育所・幼稚園等を訪問し、集団生活に適応する

ことができるよう、専門的な支援を行います。 

④ 言葉等の発達に遅れや障がいがある児童に対し、相談及び訓練等を行い、言葉等の発 

 達を促すとともに、コミュニケーション能力を高めるための働きかけをします。 

また、保護者に対しては日常生活や発達全体の支援を含めた助言等を行います。 

⑤ 保護者または家族の介護負担を軽減するため、障がい児・者の日中一時支援を行いま 

す。 
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⑥ 保護者または家族の疾病、冠婚葬祭等により緊急に保護を必要とする障がい児・者の 

 緊急一時保護を行います。 

(2) 福祉のまちづくりに貢献する施設経営 

① 地域に開かれたセンターを目指し、地元自治会、地域住民、各種団体等と協働した活動を  

行うことで、地域の皆様と共に歩む地域共生社会の実現に努めます。 

② 障がい者スポーツ・レクリエーションの普及啓発に努め、障がい者の社会参加の促進と 

地域共生社会の実現を目指します。 

③ 小・中学校などの福祉体験学習や職業体験等に協力します。さらに利用者が自ら教育の 

場に出向くことで、障がい者理解を深める役割を担うことにより、社会貢献へとつなげま 

す。  

④ 会議室等を地域の団体や住民に開放します。 

⑤ 利用者とともに屋上等の緑化を推進し、二酸化炭素の削減に努めます。また、緑化の推 

進や保全業務への従事を通じ、障がい者の就労機会の拡大を図ります。 

 

(3) 本会の力を集結した施設経営 

①  東京都及び小平市から指定を受けて実施する一般相談支援事業、特定相談支援事業及び

障害児相談支援事業の基盤を充実し、サービス等利用計画作成等の支援の充実に努めます。

相談に当たっては、本会他部門の機能を活かすことで質の高い相談事業を展開します。 

②  指定管理者として適正かつ効率的な施設管理（経営）に努めるとともに、新たなニーズ

の発見と施設機能について研究します。 

 

(4) 調査研究 

① 身体機能の低下に伴い医療的な支援を必要とする利用者が見込まれるため、引き続き行 

為を限定した医療的ケアの実施に向けた検討を進めます。 

② 子どもの発達支援の中核的な役割を担う児童発達支援センターにおいて、発達サポート 

プログラムに係る研究を、市と協議して進めます。 

 

８ あおぞら福祉センター  あお 

(1) 利用者の声を反映した施設経営 

①  利用者の基本的人権を尊重し、権利擁護の推進と透明性の確保のため、苦情解決制度の

周知を図ります。 

②  利用者の個性を尊重し、自立と自己実現を目指した支援を行います。また、利用者相互

の交流や地域とのつながりが深まるよう支援します。 

③  身体障がい者等に対し、身体機能の維持及び心身の健康保持のために必要な支援を行い 

ます。 

④  言葉等の発達に遅れや障がいがある児童に対し、相談及び訓練等を行い、言葉等の発達

を促すとともに、コミュニケーション能力を高めるための働きかけをします。 

また、保護者に対しては日常生活や発達全体の支援を含めた助言等を行います。 
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⑤  保護者または家族の介護負担を軽減するため、障がい児・者の日中一時支援を行います。 

⑥  保護者または家族の疾病、冠婚葬祭等により緊急に保護を必要とする障がい児・者の緊

急一時保護を行います。 

 

(2) 福祉のまちづくりに貢献する施設経営 

①  地域に開かれたセンターを目指し、地元自治会、地域住民、各種団体等と協働した活動

を行うことで、地域の皆様と共に歩む地域共生社会の実現に努めます。 

② 障がい者スポーツ・レクリエーションの普及啓発に努め、障がい者の社会参加の促進と

地域共生社会の実現に努めます。また、ボッチャ用具の貸し出しを行います。 

③ 小・中学校などの福祉体験学習や職業体験等に協力します。さらに利用者が自ら教育の

場に出向くことで、障がい者理解を深める役割を担うことにより、社会貢献へとつなげま

す。 

 ④ ふれあいルームを地域の団体や住民に開放します。 

⑤ 利用者とともに屋上等の緑化を推進し、二酸化炭素の削減に努めます。また、緑化の推 

進や保全業務への従事を通じ、障がい者の就労機会の拡大を図ります。 

 

(3) 本会の力を集結した施設経営 

①  東京都及び小平市から指定を受けて実施する一般相談支援事業、特定相談支援事業及び

障害児相談支援事業の基盤を充実し、サービス等利用計画作成等の支援の充実に努めます。

相談に当たっては本会他部門の機能を活かすことで、質の高い相談事業を展開します。 

②  指定管理者として適正かつ効率的な施設管理（経営）に努めるとともに、新たなニーズ

の発見と施設機能について研究します。 


